
自動車保管場所証明申請 における 

１． 行政手続法第２条第３号及び同法同条第７号に定める申請、届出 

（書類等の作成及び当該書類等の補正又は訂正並びに当該申請、

届出の受理印・受付印・預り印等の押印を受けた書面の交付など

受理等を証する書面の交付を受けることを含む）をすること及び

これを取り下げ又は撤回すること 

１． 行政手続法第２条第２号及び同法同条第４号に定める処分の通知を

受けること 

１． 行政手続法その他法令に定める聴聞又は弁明等不利益処分に対する

意見陳述に関する手続をすること 

１．副代理人を選任すること 

委任事項 

 

 

委 任 状 
令和 年 月 日 

 
 
 

 

行政書士 

氏 名 内山 勝 

事務所の所在地

及び連絡先 

東京都足立区椿２－１３－１２

電話 03-5839-5857 

FAX 03-5839-5858 

行政書士登録番

号及び東京都行

政書士会会員番 

号 

行政書士登録番号 

第 03081490 号 

会員番号 

第  5392 号 

上記の行政書士を代理人と定め、行政書士法第１条の３第１号及び同第２号の規程により、下記の事

項に関する一切の権限を委任する。 

 
 
 
 
 

 

 
記 

 

 

 

委任者 

氏名又は名称及 

び代表者名 

 
 

住所及び連絡先 

又は所在地及び

連絡先 

 

 

電話 

 


